
湖西市学校給食センター整備・運営事業に係る 

優先交渉権者の決定について 

 

「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成 11年法律第 117 

号。以下「PFI法」という。）に基づき進めております、湖西市学校給食センター整備・運営事

業については、１グループから提案書類の提出がありました。 

当該提案について、学識経験者等で構成する「湖西市学校給食センター整備・運営事業 事

業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）の審査を経て、優先交渉権者が選定されまし

た。 

湖西市では、選定委員会の選定結果を踏まえ、優先交渉権者を「メフォスグループ」に決定

いたしました。 

なお、PFI法第 11条第１項の規定による客観的評価の結果については、後日公表します。 

 

令和６年８月 13日 

湖西市長 影山 剛士 

 

１ 事業概要 

（１） 事業名  湖西市学校給食センター整備・運営事業 

（２） 建設予定地 湖西市吉美 959-１、959-５（用水路を除く） 

（３） 敷地面積 約 9,000㎡ 

（４） 供給能力 １日あたり 4,000食 

（５） 配送対象校 幼稚園：２園、小学校：６校、中学校：５校 

※併用開始時は岡崎中学校を除く 

（６） 事業方式 ＢＴＯ方式 

（７） 事業期間 事業契約締結日から令和 24年３月末までとする。 

 

２ 選定事業者 

メフォスグループ 

代表企業 株式会社メフォス 

構成企業 

 〃   

 〃   

 〃   

 〃   

協力企業 

 〃   

 〃   

 〃   

株式会社中村組 湖西営業所 

中村土建株式会社 

三菱電機ビルソリューションズ株式会社 中部支社 

株式会社トーエネック 

株式会社アイホー 名古屋支店 

株式会社渡辺建築設計事務所 

管財株式会社 

静岡アイホー調理機株式会社 

株式会社百五総合研究所 



 

３ 総合評価点 

７３．８９点（満点１００点） 

 

４ 提案価格 

６，３２１，１３５，７１８ 円（消費税及び地方消費税を含まない。） 

 

５ 今後の予定 

令和６年 ９月 基本協定の締結 

令和６年 10月 事業契約の仮契約 

令和６年 11月～12月 事業契約の締結 

契約締結後～ 本施設の設計・建設 

令和９年 １月 本施設の引渡し 

令和９年 ２月～ 開業準備 

令和９年 ４月～ 維持管理・運営 

 

以上 


